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1 事業の成果

1)開発途上国における支援の必要な人々への開発支援事業

i.ネ パール :形成外科医療チーム派遣事業 (PSPN)

日本人の形成外科医療従事者をネパールに派遣する当事業は、2020年度以降、新型コ

ロナウイルス感染により医療チームの派遣は中止している。2023年度は、ネパールのシ

ーア・メモリアル・ア ドベンチスト病院と連絡を取ることができ、今後の医療チームの

交流について話し合う機会を設けた。その結果、これまでとは異なる協力体制を検討し

ていくことになる。

ii.ネパール :子 どもたちへの生活・学資支援事業 (ス ポンサーシップ)

ネパールの教育制度の改革に伴い、子どもの多くが12年生まで学業を継続するように

なってきた。12年生まで修了すると、就職率が高くなる。学費は 8年生まで無償だが、

制服、学用品などの負担が貧困層の家計をひっ迫し、また、根強く残る社会風習のため、

教育を受ける機会を奪われる子ども、学びたくても中等教育を断念せざるを得ない状況

の子どもは今もいる。

く事業のゴール>

家庭の経済事情により学業の継続が厳しい児童・生徒に、通学に必要な制服、学用品、

毎月の学費、学校維持費を支援して環境を整える。

<事業の活動と実績>

・学資支援

・支援者へのサポー ト

7校 67人の生徒がスポンサーシップにより学校に通い続けることができ、卒業及び進

学することができた。

<成果>

基礎教育の支援を継続することにより、経済的困難に直面した家庭の子どもたちが、

卒業まで学校に通い続けることができている。

ili.ネ パール :水衛生と栄養事業

ネパールでも特に開発の遅れている中西部は、地方行政における包括的な調整がなさ

れておらず、インフラが十分に整備されていない。特に、医療従事者や関係者、水衛生

委員会の知識や技術が不足しており、地域住民へのケアが十分に届いていない。

<事業のゴール>

栄養関連施設が質の高いサービスを提供できる環境を整え、住民の栄養および水衛生

への理解が向上することにより、栄養関連施設にアクセスできる 5歳未満の乳幼児の割

合が増加すること。また、浄水装置を導入することにより、ⅧO基準値を満たした水質
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と十分な水量が確保された飲料水にアクセスできるようになる。

<事業の活動と実績>

主な活動と実績は以下である。

1.ガバナンス強化 :

。自治体における栄養・ⅧSHの計画と年次評価のワークショップ

・栄養ケアセンター (NCC)小児栄養プログラムに関するオリエンテーション

2.イ ンフラ整備 :

・栄養ケアセンター (КC)の整備

・安全な飲料水確保のためのインフラ整備

3.キャパシティービルディング :

・栄養ケアセンター職員、女性地域ヘルスボランティア、水衛生委員への研修

4.啓発活動 :

・教材の開発や水衛生と健康のキャンペーン開催

<成果>

当初の想定以上に改善が進んでいる事項や住民の行動変容の状況が見られた。また、

保健医療従事者や女性地域ヘルスボランティアが地域住民に継続的に関わるよう定着 し

て安定するように、今後はリフレッシャー研修も行 う。今回の助成金ではできなった研

修を民間資金 (公益財団法人テルモ生命科学振興財団、公益財団法人風に立つライオン

基金)を使って実施 し、そのことが事業に反映されている。

iv.ジ ンバブエ :教育支援事業

西マショナラン ド州ではハイパーインフレーションと開発の遅れで、学校が不足 し、

児童は屋外で学ぶ。経済的困難から、保護者は学費を支払 うことが難 しく、教育は優先

されないことが多い。学校運営資金を調達する収入向上活動に努める必要があるが、必

要な知識 と経験が不足 しているため、教育格差の拡大という課題に直面している。

<事業のゴール>

西マショナラン ド州ニャミニャミ地区の小学校 3校において、校舎建設により学習環

境を整え、学校開発委員会が主体的に学校開発を運営・管理するための基盤を強化する

こと。

<事業の活動と実績>
・校舎完成 :3校

・学校開発委員の研修 :6回

・ コミュニティヘの啓発活動 :3回

・学習キットの配付 :3校 30キ ット

・学校に通えていない子どもたちの特別学級実施 :3校 90人

・パナソニック製ソーラーランタン配布 :4中学校 323個

・650個生理用ナプキン配付 :女子児童 105人

<成果>

計 300人の児童を収容できる 3校舎が建設され、児童の学習環境が改善し、安全に学



べる環境が整った。特別教室に通 う児童は、3校合計 44人が国家試験を受け、中学校ヘ

の進学機会を得た。また花王株式会社との協力で小学校高等学年の女子児童に生理用ナ

プキンを配布することにより継続 して学校に通えるようになった。パナ ソニックホール

ディングス株式会社の協力による実施対象校近隣の中学生にソーラーランタンの配布を

した。

2)国内外の自然災害、飢餓及び戦争等による被災民や難民等への緊急支援事業、復興支援及び防

災・減災事業

i.エチオピア :南スーダン内戦による難民支援

エチオピアの西部に位置するガンベラ州には約 40万人の南スーダン難民が避難 して

お り、そのほとんどが 7つの難民キャンプに居住 している。難民キャンプでは、 トイレ

普及率は低 く、衛生的な生活習慣や衛生設備が十分に普及していない。そのため、感染

症が拡大するリスクが高い。 さらに近年の急激な物価上昇や国際社会からの援助の減少

により難民への食料配給が減少している。

<事業のゴール>

難民キャンプでは、水衛生分野に関する難民の能力を強化 し、衛生習慣の行動変容を

促す活動を行い、難民が自身で水衛生課題に対応できる能力を向上させ、難民キャンプ

内の衛生状況を改善する。

またイタン郡のプルコット村において、井戸を活用 した灌漑設備を建設 し、農業用水

不足の緩和することにより、難民とホス トコミュニティの生計向上および平和的共存の

促進に貢献する。

<事業の活動と実績>

難民キャンプにて

1.水衛生における難民能力強化支援

・難民の トイレ「建設・後処理」研修 :50人

・ トイレ管理委員会の運営研修及び トイ レ建設の啓発活動 :21人

2.難民の衛生習慣改善活動

・既存難民への手洗い啓発 :36,061人

。新規難民への衛生啓発 :15,000人

・5校の学校衛生クラブヘの衛生啓発活動 :60人

<成果>

難民キャンプ内の トイレ建設研修後、難民自身によつて自発的に建設された トイレの

数は、予定より多く建設 された。居住する難民の適切な手洗いの実施は予定より未達成

となった。新 しく到着 した難民は衛生習慣の研修を受け、児童の衛生習慣の改善もでき

た。また民間資金で学校の手洗い場を修繕 し、水衛生環境を改善した。なお、イタン郡

のプルコット村の灌漑設備の活動はまだ開始 したところであるため実績はない。

ii.エチオピア :国内避難民支援

ティグライ州から始まった北部紛争によつてエチオピア北部 3州 (テ ィグライ州、ア



ムハラ州、アファール州)では給水、医療機関、教育機関といった様々な生活インフラ

が破壊され、国内避難民が増えた。アムハラ州ではコミュニティの安全な上水を含む水

衛生インフラが破壊 され、安全な飲み水や トイレが不足している。

<事業のゴール>

給水施設とその維持体制の整備により水を安定的に供給 し、給水範囲内で衛生環境を

整え、衛生啓発により紛争被災者の衛生知識の向上をして感染症拡大を予防する。

<事業の活動と実績>

・給水施設の修繕作業 :3か所

・水衛生委員会の能力強化研修 :21人

・学校 トイレの建設 :1か所 1棟 6基

・緊急 トイレの建設 :1か所 3棟 12基

・衛生知識・意識向上の研修・啓発 :4か所 1200人

・水衛生 ∬I配給 :4か所 3600人

<成果>

対象地 3村の給水施設の給水状況が 1日 30,000リ ットル以上を 2500世帯に届けるこ

とができた。また水系感染症の罹患が減少 し、健康への貢献ができた。

1li.ウ クライナ :人道支援

2022年 2月 のロシアによるウクライナヘの軍事侵略後、人道危機は今も深刻化してい

る。 ウクライナ全上において人々が心身ともにス トレスを抱え生活が困窮 している。特

に東部・南部の 5州などの人道支援ニーズは高く、人口の 8割以上が基本的ニーズを満

たすことができていない 。

<事業のゴール>
ウクライナ危機により損なわれた人間としての尊厳を回復 し、維持 していくための環

境を整える。特に被災した住民に食糧・NFIs(Non― Foods ltems食糧以外の物資)を届

けること。また脆弱となった地方行政の公共サービスの提供体制と物資の輸送体制を強

化することで戦争被害者が必要不可欠なニーズを満たすことができる環境を整備 し、来

るべき復興段階に備える。

く事業の活動と実績>

・医療機関の機能回復

・食糧、生活物資、医薬品の配付

・現金給付

・越冬支援

・心のケア

・国外避難民の受け入れ支援

<成果>

ウクライナ国内、周辺国 (ス ロバキア、チエコ、ジョージアなど)への人道支援を継

続 した。特にウクライナ国内はフロン トラインに近い東部南部 5州 (ハルキウ・ザポリ

ージャ・ヘルソン・ルハンスク・ ドネツク州)への支援を優先し、脆弱層である女性世



帯主世帯、高齢者・障害者・疾病者・子どもを抱える世帯などを対象とした。また複数

の助成金を取 り、復興にも向けて活動を行った。周辺国のスロバキア国内の避難民支援

への他、チェコ、ジョージアヘ避難 した難民支援にも現金、食料、物資の配付などの活

動に取 り組んだ。

iv.イ エメン :国内避難民支援

2024年 3月 末でイエメン紛争が激化 してから 10年 目に入った。イエメンは依然とし

て世界最大の人道危機のひとつである。長引く紛争、経済破綻 と資金不足、世界的なイ

ンフレ~ン ヨンと食糧不足が状況を悪化させ、脆弱な世帯の多くが食糧を確保すること

ができない困難に直面している。多くの住民が紛争により生計を営む基盤を喪失した状

態にある。

<事業のゴール>

自立的かつ持続的な生計能力と農業生産力の基盤を再構築 し、受益者世帯のレジリエ

ンスを高める。

<事業の活動 と実績>

・必要な資機材を供与 し、灌漑システムの復旧 :80世帯

・適応型農業 トレーニング :80世帯

<成果>

神益者であった80世帯が全て農業を再開している。生計を営む基盤ができ、これから

の生活を期待する。

v.ミ ャンマー :国内避難民支援

紛争による国内避難民の増加が続き、総数は 190万人を超えている。戦果を逃れた

人々は、帰還の目処が立たないまま避難生活を余儀なくされてお り、限られた生活イン

フラを複数の家族で共用 しながら、わずかな日雇い労賃や所持金を切 り崩 し、日々の食

料に充て命をつなぐことが最優先である。また安全な飲料水の確保 と衛生知識の向上・

実践により健康被害のリスク軽減を図ることが課題 となる。

<事業のゴール>

国内避難民世帯に食料 と健康・衛生を守るための予防用品を配付することに加え、正

しい衛生知識の普及 と実践の啓発を図ることで、当面の食糧需要を満たす とともに、長

期間の健康維持に必要な対応力が強化される。

<事業の活動 と実績>
・食料および WASHキ ットの配布 :340世帯

・食料および物資配付時啓発活動 :340世帯

<成果>

紛争地において危険を冒して食料調達に奔走することによるリスクが低減され、食の

面で生命・生活を維持するための基盤が保持され、食料調達に要 した時間やコス トを生

活環境改善や生計向上に充てることができるようになった。感染症の リスクが高い避難

生活下にあっても予防可能な衛生改善の方法が理解されたことで、長期的な健康改善に

寄与した。



vi.ア フガニスタン :国内避難民支援

アフガニスタン全上で人道的危機が生じている中、バーミヤン県の人々は経済危機や

自然災害の影響を受けて食糧不安に陥つている。また十分な水へのアクセスがないなど、

衛生的な生活環境を確保できていない。

また 2023年 10月 7日 に、ヘラー ト県において Ma 3の地震が発生したため、人々は生

計手段や家屋を喪失 し、基本的な食料や生活用品の確保が難 しくなっている。

<事業のゴール>

1.バー ミヤン県の人々の栄養不良を予防し、最低基準の生活の維持に寄与する。

2.ヘラー ト県における地震被災者が命を繋ぎ、また、越冬に備え、最低基準の生活を

取 り戻す。

<事業の活動と実績>
・食糧配付と衛生・栄養啓発 :1220世帯

・食糧配付とNFI配付 :809世帯

<成果>

バー ミヤン県の最も脆弱な被災世帯 1220世帯 (バー ミヤン地区ヤカウラン)に対し

て、食糧の配付及び衛生用品の配付、衛生・栄養啓発を行 うことで、栄養不良の予防と

最低基準の生活を維持することができる。

ヘラー ト県の地震被害を受けた被災世帯 809世帯に食料配付を行 うことで命を繋ぎ、

また越冬物資と生活用品を含むパッケージの配付を行 うことで、多くの建物が崩壊 して

いる中での越冬に備え、最低基準の生活を取 り戻すことになる。

vii.日 本 :東 日本・防災減災

東日本大震災では、地域防災力を向上させることの重要性が改めて認識 された。災害

対応において行政の責任は大きいが、一方で行政による対応には限界があり、住民、企

業、ボランティア等の民間各主体が、必須の担い手と期待される。また、地区防災計画

や事前復興計画の策定、予防医学的な備え、緊急治療的な備え、回復再生的な備え、公

衆衛生的な備えが欠かせない。

<事業のゴール>

住民一人一人が防災に対する意識を高め、自らの命と生活を守れるようにすべきであ

り、それが可能となるように住民のエンパワーメン トを行政や官民の諸団体が後押 しす

べきである。また、災害時には、地域で市民同士が助け合い、行政とも連携 しつつ市民

の協働による組織・団体が積極的・主体的に地域を守るような社会づくりを普段から進

めておくことが必要である。

<事業の活動>

1.減災防災・啓発

・地域の減災・防災啓発活動の強化

・ 「全国域」の減災・防災啓発活動と「地域」の減災・防災啓発活動とで外部ネ ット

ワークとの関係性構築により相乗効果もたらす

。教会との連携を深める



・三育フーズプロジェクトを展開

・国内災害の人材育成

2.国内ネットワーク対応

・国内災害ネットワークのワーキンググループメンバーや専門委員会、会員、賛助会

員として広く参画 し、多方面への安定した関係性構築を行 う

3.中長期支援

・令和 4年台風 15号被災者支援事業のフオローアップ

4.新規国内災害

・発生した災害によつて被災した住民に対する支援活動

・教会との協力体制の中で活動を前向きに検討

<事業実績 >

1.減災防災啓発活動 (21回 )

2.各種加盟 しているネットワーク会議や訓練等に会員 として参加

・アクションプラン推進会議には幹事団体として参加

・災害協働サポー ト東京 (cs― tokyo)に 設立時社員団体、運営委員、理事として参加

3.各 自治体との連携

・静岡県袋井市の地域包括支援センターの担当者と、今後の地域防災についての討議

・宮城県山元町笠野区、花釜区における支援活動

4.災害対応

・令和 5年台風 2号 (茨城県取手市)

・能登半島地震 (石川県七尾市、石川県穴水町)

<成果>

昨年より更に多く減災防災の啓発活動することができた。複数のネットワーク会議に

参加 し、首都圏の地域コミュニティのみならず、各地の教会との関係も広げた。災害に

対する一人ひとりの備えの意識を高め、お互いに支えあうことの重要性を伝えることが

できた。

viii.日 本 :国内災害対応事業

令和 5年台風 2号の影響で茨城県取手市に被害があり、被災者支援を行った。

く事業のゴール>

現地団体のサポー ト、制度等の周知、上がって来ないニーズの調査、足湯等による寄

り添いを実施する。

<事業の活動>

1.自 治会を中心とした被災住民世帯サポー ト体制づくりのための支援

・被災住民世帯サポー トのための人員の派遣

・必要な物品の調達

2.被災した住民が集 うイベン トなどの開催

。足湯とサロンの提供 :10回

・自治会主催イベン トのお手伝い

|

|

|



<事業実績>

被災世帯である約 1000世帯の住民

ix.日 本 :能登半島地震被災者支援事業

2024年 1月 1日 に、能登地方でマグニチュー ド7.6の大規模な地震が発生。石川県で

は、死傷者 1,436人 ・住家被害が 76,930件確認されている。 (消防庁 4月 16日 時点)

また、インフラヘの影響は大きく、発災から数か月経つた現在でも、道路の寸断や断水

している地域が数多く存在する。

ADRA Japanの活動する七尾市や穴水町でも、同様の状況が長く続いており、インフラ

の復旧や仮設住宅の建設が急務とされている。

<事業のゴール>

被災した住民が、震災前の生活にできる限りもどれるように多方面から支援を行い、

早期の復興を図る。また、自団体のみではなく、他団体との協働 も視野に入れて行動 し、

問題の解決や情報収集に努める。

<事業の活動>

1.穴水町

・仮設 (みなし)住宅などへの入居者に向けて、家電の提供

・断水 して入浴ができない方へのシャワー提供

・技術系ニーズの調整

2.七尾市

・住民同士が集まれる場・ホッとできる場の提供

・必要な場所へ食料や飲料などの物資支援

・炊き出しの実施

3)国際協力を通 し学生・社会人に対する国際人としての人材育成事業

大学との協働を通して、インターンの受け入れ、学生への講演を行った。講演内容に

より、適任 となるスタッフが講演するようにしている。オンラインで行 うことが多かっ

たが、学校への訪問する機会もある。先方の要望する内容により担当するスタッフは決

まるが、スタッフにもADRAや国際協力に関する講演ができるように育成 している。

4)各国政府、国際機関、及び関連団体との情報交換、連絡調整、協力及び人材の派遣

今年も担当スタッフが積極的に ADRA Japan所 属の関連ネットワーク参加 し、団体内

での情報共有を促 した。ネッ トワークの ミーティングもハイブリンド形式が増え、顔

合わせる機会も増えてきた。国内災害担当者が国内災害関係の多くのネットワークの

運営に参画し、国内災害における関係作 りを強化 している。 日本国内の現場での活動

を円滑に行 うためにの関連ネ ットワークに所属 し情報交換等を行つている。

5)国際協力に関する日本の社会への啓発と広報事業



今年は、オンラインでの講義もあったが、訪問 して対面で行 う講義も増えた。幼稚

園・保育園や小学校に直接訪問して講話をする機会は丁寧に対応 していきたい。

ADRA Japanが行 うイベン トはオンラインで実施 した。オンラインで行なうと、地方な

どからの参加者もいるため幅広い方はリーチできている。



2 事業の実施に関する事項

(1)特定非営利活動に係る事業 (事業費の総費用 【863,705】 千円)

定款に記載
された
事業名

事業内容 日時 場所
従事者
人数

受益
対象者
範囲

受益
対象者
人数

事業費
(千円)

ネパール
形成外科医療チーム派遣
事業

日
し
し
ウ
影
飢

遺ヽ
施
ナ
の
統

年
派
実
口
後
ｄ

例
を
を
コ
大
遺

本人医療チーム
、形成外科手術
ていたが、新型
イルス感染症拡
響 を受けて、派

該当無 該当無 2人 受益者無 受益者無 27

ネパール
スポンサーシップ事業
経済的事情により通学困
難な生徒への学資支援、
支援者にはクリスマスカ
ー ドと子どもの様子を伝
えるレターを届けた。

通年

ネパール

カブレパラ

ンチ ョーク

郡

2人
公立学校

の生徒
67人

額蝙鯖資金協力
を
改
架
環
プ
に

児
を
高
生
ア
的

幼
態
と
衛
な
合

■
状
置
水
的
総

淑糠煤し、鋪り、

嚇晩紳［一えヽは

る
と
ま
を
整
チ

よ
心

。槽
を

一

に
中
善
水
境

ロ
住民の健康状態の改善を
目指す。 日本 NGO連携無償
資金協力お よび公益財団
法人 テルモ生命科学振興
財団、公益財団法人 風に
立つ ライオン基金による
助成で事業を実施。

4人 住民
455,939

人
68,920

ジンバブェ

教育環境改善事業
学校に通えている子、通

ら
形
で
室
設

開ヽ
無
で

えていない 子 (

ず、それぞれに
で教育を受ける

教
建
営
の
携
成

２
嗜
運
級
連
助

３校‐こ鶉難鵬枷螺

´ゝ
無
た

―ヽ
力
色

Л
動
ま
発
た
。協
対

よ
舎

。啓
し
金
を

る
校
た
育
を
資
業

き
の
し
教
設
償
事

わ
た
が

関

っ
と

こ
あ

こ 2017/03

2025,/03

ジンバ ブェ

西 マ シ ョナ

ラン ド州 ニ

ャ ミニ ャ ミ

地区

4人

児童、生

徒、教

師、保護

者および

ティの住

民

4,598人 90,796

開
発
途
上
国
に
お
け
る
支
援
の
必
要
な
人
々
へ
の
開
発
支
援
事
業

新事業形成、事業評価 を
行 うための準備 と小規模
な支援を実施

通年 2人 53

|

|

|

|

|

|

16121

|

|

2023/03 1 ネパール

～   |バルラ
rィ

ヤ

2026/02 1     :言
lζ

|

|

|

|

|

|

|



38,454人4人

クレ難民

キャンプ

に居住す

る難民

2014/01

2023/03

※2019/7

^-2020/9

は中止

エ チ オ ピ

ア・ガンベ

ラ州

クレ難民キ

ャンプ

エチオピア
南スーダン難民支援事業
クレ難民キャンプにおい
て、感染症予防対策 と衛
生 環 境 改 善 を 目的 と し
て 、世 帯別 トイ レの 建
設・普及及び啓発活動を
実施 し、難民の能力強化
を目指 した。 (特活)ジ ャ
パ ン・ プラ ッ
お よび公益財
豊明会による
を実施。

ム
村
業

一
森
事

オ
人
で

フ
法
成

卜
団
助

18,321 人

68,523

4人
2022/11

2023/08

エチオピア

アムハラ州

エチオピア
国内避難民支援事業
エ チ オ ピア 北部 の紛 争
後、破壊 された給水施設
と衛生環境 を整 え、衛生
啓発により紛争被災者の

衛生知識を向上 し、感染
症拡 大を予防す る。 (特
活)ジ ャパ ン・ プラッ ト
フォームによる助成で事
業を実施。

1,028,000

人
365,1196人

国内避難

民および

難民

ウクライナ

全土、
スロバキア

な どの周辺

国 (チ ェ

コ、ジ ョー

ジア )

2022/2

2024′
′
3

`鋒

蟻撃
:寿ざ

:言省llilit堪1:
ζ5'サ |°

2.Iま棧2誓曇各一ムにょυ ,.

実施。

国内避難

民
80世帯3人

2022/09

2024/03

イエメン

ラ ヘ ジ ュ

県、アブヤ

ン県

イエメン

国内避難民支援事業
年
た
せ
再
復
力
再
バ
に

。

長
れ
さ
を
回
能
を

ヤ
ム
施

さ
旧
み
で
計
盤
ジ

一
実

壊
復
営
ま
生
基
＞

オ
を

破
を
の
に
な
の
活
フ
業

リ
ム
業
態
的
力
特
卜
事

よ
テ
農
状
続
産
＜

ッ
で

に
ス
の
る
持
生
仇
ラ
成

争
シ
ら
き

業ヽ
ナ
プ
助

紛
漑
自
で
せ
農
築

・
る

の
灌

開ヽ
さ
と
構
ン
よ

12,2671, 829 
^

4人
国内避難

民

2023/11

2024/04

ミャンマー

カ レン州

避
日

ヽ

をヽ
の

しヽ
プ
助
　
一

内
の
中
で
保
ど
し
指

・
る
　
一

・・ｔ国
還
の
と
確
な
布
ロ
ン
よ
　
一

霧∽潮Ｍ在雑輔蝕レ７４」

詢
多
し
い
す
の
て
物
ロ
ジ
一
勧

一
競
脚
牲
臓
静
即
け
赫
勁
ｍ
乃
懃

ン
壁
に
が
立
を
最

。症
症
件
卜
事

ヤ
内
争
民
が
料
要
援
染
染

。
シ
で

ミ
国
紛
難
処
食
必
支
感
感
た
ラ
成

国
内
外
の
自
然
災
害
、
飢
餓

及
び
戦
争
等
に
よ
る
被
災
民
や
難
民
等

へ
の
緊
急
支
援
事
業
、
復
興
支
援
及
び
防
災

・
減
災
事
業

|

国内避難 |

民および
|

地域住民
|

|

|

|

|

|

|

０
０

４
一



国内避難民支援事業
アフガニスタン全上で人
道 的危 機 が 生 じて い る
中、バー ミヤン県の人々
は経済危機や 自然災害の
影響を受けて食糧不安に
陥つている。また十分な
水へのアクセスがないな
ど、衛生的な生活環境 を
確保できていない。
また 2023年 10月 7日 に、
ヘラー ト県において M6.3
の地震が発生 したため、
人々は生計手段や家屋を
喪失 し、基本的な食料や
生活用品の確保が難 しく
なっている。 (特活)

ォ
業

フ
計署

卜
″）

ッ
購

ラ
”

プ
リ

・
る

ン
よ

。

パ

に
施

ア フ ニ ス ン

ヤ
ム
実

ジ

一
を

2023/03

2024/04

アフガニス

タン

バー ミヤン

県
ヘラー ト県

3人
国内避難

民
14,203 人 106,250

経
然
に
体
各
ネ
極
日

一

る
自
時
の

ヽ

積ヽ
東

ロ

け
の
即
災
動
り

たヽ

オ

お
内
に
防
活
図
げ
ま
フ

に
国
援
災
の
を
広

。の
・
つ

災

支ヽ
減
め
携
を
た
業
聟

震
し
者
る
た
連
ク
し
事
子

大
か
災
き
の
の
一
施
災
Ы

本
活
被
で
り
と
ワ
実
震
プ

日
を
害
応
作
関
卜
に
大

ン

東
験
災
対
制
機

ツ
的
本
ア

通年 4人

講座の聴

講者・

宮城県亘

理郡山元

町住民・

袋井市

2,000人 4,829

令和 5年台風 2号
茨城県取手市に被害があ
り、被 災者 支援 を行 っ
■_

2023/06

2023/07

茨城県

取手市
4人

台風被災
」ム
´
日

1,000世

帯
4,439

2024年 1月 1日 に、能登
地方でマグニチュー ド7.6
の大規模 な地震が発生。

被害が大きく、
数か月経った現
道路の寸断や断

ている地域が数多く
する。存在

ラ

な
り
　
ヽ

フ
か
も

ン
災
で
し

イ
発
在
水

2024/01

2025/03

石川県

穴水町

七尾市

地震被災

者
15,000人 19,655

生
支
″

発
者
、ィ

で
災
ＲＡ

地
被

ＡＤ

各

の
く

園
↑
生
ロ
ベ

世
災
す

した 自然
援 に対応
.ト ワーク

を通 して資金支援 を行 っ
た

通年

パ キ ス タ

ン・モンゴ

ル ・ イ ン

ド・モロッ
コ・ネパー

ル ・  ト ル
コ・ シリア

4人
緊急支援

を必要と

する者

禅益者多

数
44,171

人 国
際

協
力
を

通
し
学

生

・
社

大学 との協働事業は、 コ
ロナ 禍 で 実 施 を 見送 っ
た。

通年 」[ 4EE 4旺

4人

|

|

|

全国各地
|

|

|

|



イ ンター ンを受入れ、事
務作業やイベ ン ト運営等
を通 し、国際協力の仕事
に対す る理解 を深めても
らった。

通 年 日本 4人
イ ン ター

ン
5人 107

高校や大学、及びシンポ
ジウム・研修会・ 講演会
等に講師 としてスタッフ
を派遣 した他、コロナ禍
の状況を受け、オンライ
ンで行った ことが多かっ
■

通 年 日本 9人
講演会等

参加者
308人 229

及 体 各
び と 国
人 の 政
材 情 府
の 報

｀

派 交 国
遣 換 際`

機
連 関
絡

｀

調 及
整 び`

関
協 連
力 団

JPFや GI1/1DI、  JNNE とい
ったNGOのネットワークに
参加 し、情報交換、事業
間の調整等を行った。 ほ
とん どの会議はオンライ
ン開催であった。

日本 10人 59

国
際
協
力
に
関
す
る
日

本
の

社
△

の

啓
発
と
広
報
事
型L
′モ

イベ ン トは規模を縮小 し
て再開 してい るが、まだ
イベン ト出展は していな
い 。

通 年 日本 缶 盛 0

東京事務所での事業報告
のほか、各地のSDA教会や
医療機関等で報告会を実
施 した。多 くはオンライ
ンで実施 した。

日本 8人
報

」二′ゝ
聴

講者
3,187人

教
解
行
フ

育機 関 向 けの 国 際 理
・平和教育等の講演を
った。対面およびオン
インで実施。

通年 日本 6人
園児、児

童、生徒
584人 522

(2)そ の他の事業

なし

以 上

|

|

|

通 年  |
|

|

|

|

|

|

|

|

|

通年  |

|

|

1,4401

|

|

|

|



書式第 13号 (法第 28条関係 )

一般正味財産増減の部

I 経常収益

1.受取会費

正会員受取会費

賛助会員受取会費

2.受取寄付金等

受取寄付金

指定プロジェクト寄付金振替額

物品寄付

3.受取助成金等

公的補助金振替額

民間助成金振替額

受取公的補助金

受取民間助成金

4.事業収益

緊急支援事業収益

人材育成事業収益

広報啓発事業収益

5.その他収益

受取利息

為替差益

雑収益

経常収益計

II 経常費用

事 業 報 告 用

令和 5年度 活動計算書 (その他事業が上1▲場合)

特定非営利活動 人 ADRA Japan

(単位 :円 )

951,600,152

1.事業費

(1)人件費

給与手当

現地人件費

臨時雇賃金

法定福利費

人件費計

(2)その他経費

資材費

委託費

報償費

施設使用料

印刷製本費

旅費交通費

通信費

荷造発送費

消耗品費

家賃光熱費

賃借料

修繕維持費

減価償却費

保険料

357.570.6791

55,646.684

7,631,831

182.274

472,216

24.577.232

3.053,092

759,257

3,410,638

12,395.417

39,823,699

1,737.672

3.187,211

1.349,328

663,750

1.124.000

63,006.758

223.528,142

2.196,860

220,850,529

396.959,984

11.289,365

21.160,875

380,000

395,795

10,700

288,731,760

650,260,753

10,033,394

1,787,750

786,495

517,099

9.454.676

61,619

52,008,929

137,759,710

1,704,900

7.435,478

198,909,017

日

【



租税公課

支払手数料

支払寄付金

監査・調査費

雑費

その他経費計

事業費計

2.管理費

(1)人件費

給与手当

法定福利費

福利厚生費

人件費計

(2)その他経費

委託費

印刷費

会議費

交際費

国内旅費交通費

海外旅費交通費

通信費

荷造発送費

消耗品費

事務用品費

修繕費

家賃

リース費用

新聞図書費

広告宣伝費

減価償却費

保険料

諸会費

租税公課

研修費

支払報酬

支払手数料

支払利息

雑費

その他経費計

管理費合計

経常費用合計

当期経常増減額

ⅡI経常外費用

1経常外費用

固定資産除却損

雑損失

経常外費用合計

当期経常外増減額

当期一般正味財産増減額

一般正味財産期首残高

一般正味財産期末残高

1指定正味財産増減の部

1     受取助成金等

124.340

2,328,026

140,408,844

6,629,384

2,181,450

862.378,791

60,768,251

923,147.042

1.284.712

41,554

663,469,774

29,615,046

5,445,788

1,597,557

36,658,391

1.528.4971

989.7991

22.5261

32,0601

2.591,659

426,335

335.203

2,425,036

699,964

757,650

15,400

2,640,000

184,800

1,970

5.263,899

729,086

23,220

494,400

3,150

215,180

1,391.500

3,056,996

58,000

223,530

24,100,860

28,453,110

1,326,266

▲ 1,326,266

27,126,844

139,382,417

166.509,261



公的補助金

民間助成金

受取寄付金等

指定プロジェクト寄付金

一般正味財産への振替額

当期指定正味財産増減額

指定正味財産期首残高

指定正味財産期末残高

正味財産期末残高

236,311.879

397,261.657

134,827.666

▲ 841,338.655

▲ 72,937,453

309,136,090

236,198,637

402,707,898



書式第 15号 (法第28条関係 )

令和 5年度 貸借対照表

事 業 報 告 用

特定非営利活動 .,\. ADRA Japan

(単位 :円 )

304,918,867

683,863,078

7,737.290

609,640

967,131

23.693.908

792.529

1,022.582,`レ43

1.337.438

1,337.438

3,323,391

14,361,038

1.477.378

11,810

19,173,617

20.511,055

98

70,859.666

403,410

564,122.524

5,000.000

640,385,000

218,575,210

17.623,427

236,198,037

166.509,201

640,385,600

402,707,898

1,043,093

責産の部

1流動資産

現金預金

特定預金

未収入金

前渡金

前払費用

事業前渡金

貯蔵品

流動責産合計

2固定資産

(1)有形固定資産

什器備品

有形固定資産合計

(2)投資その他の資産

特定資産 什器備品

特定資産 車両運搬具

特定資産 機械装置

預託金

投資その他の資産合計

固定資産合計

責産合計

1流勲負債

未払金

預り金

前受金

1年 内返済予定長期借入金

流動負債合計

負債合計

田 正味財産の部

1指定正味財産

指定プロジェクト寄付金

補助金等

指定正味財産合計

2-般正味財産

正味財産合計

負債及び正味財産合計

H 負債の部

目

「

~~~

璧II







書式第 17号 .法 第23条関係
｀

事 業 報 告 用

__壺
=劃

暫」ニユ蓋
`ゝ
△28全」型■___

(単位 円)

令和 5年度 財産目録

088040;

20.511.061

,ユ●

"●●●●
●●●■■澪

轟i詳

'鳥

謝

墨置・・・=

錨
業罵鰐

絲輩
~腋
・・  ~‐

I'´

ル

"'~'

學  ~
納
"啓亡F:

.』百
・

・8輩・・
」
=1宮

いた・´
'め

『 =・●,,

亥
爵戸=…

・‐

1も
:未払奎

言::ら
員他

識T得
薇他

外 =´

.鮮
議丸

長期■入金

セプンスデ

彙●會1‐・・ '1′

ドベンテスト崚団

1

|

|

■

“

3●■4031

|

，一



書式第 18号 (法第 28条関係 )

令和 5年度年間役員名簿 (前事業年度において役員であつたことがある全員の氏名及び住所又は居所エ

びにこれらの者についての前事業年度における報酬の有無を記載した名簿 )

特定非営利活 法メ、  ADRA Japan

1 確認事項 (法第20条及び第 2¬ 条を確認の上、チェックを入れてください。)

И以下の役員には、欠格事由者が含まれません。 (法 第 20条関係 )

□各役員について、親族の規定に違反 していません。 (法第 21条関係 )

2 役員一覧

役 名
どちらかにO

(フ リガナ )

氏    名

前事業年度内の

就任期間

報酬 を受 けた期間

(該 当者のみに記入)

1 理 11 監 事

シバタ トシオ

柴田 俊生

令和 5年 4月  1日

3月  31日令和 6年

11= 月

月

日

日年1

2 睡 ].監事

アオキ ヤスキ

青木 泰樹

令和 5年  4月  1日

令和 6年  3月  31日

年   月   日

年:   月   日

:3 匠 ]・ 監事

アシタ
゛
 カス

・
キ

芦田 一毅

令和 5年 1月  1日

3月  31日令和 6年

年:   月   日

年・ 月   日

′
1 匡ヨ・監事

ウラシマ ヤスナリ

浦島 靖成

令和 5年 4月  1日

3月  31日令和 6年

年

年

月

月

日

日

つ 睡 ]・ 監事

ォプ リチコ

小野 律子

令和 5年 5月  10日

3月  31日令和 6年

年   月    日

年1   月   日

スキ
゛
 マサス・ミ

杉 正純

令和 5年 4月  1日

3月  31日令和 6年

:l: 月

月

日

日11

7 匡ヨ・監事
セトノリコ

瀬戸 典子

令和 5年 4月  1日

3月  31日令和 6年

年   月 日

日年 月

匡コ・監事
タカハラ ソフ

・
オ

高原 信 夫

令和 5年  4月  1日

令和 6年  3月 31日

11 月

月

日

曰1-

10 巨]・ 監事
フシ・モト ヒテ

・ユキ

藤本 秀幸
 

令和 5年 4月  1日

3月 31日令和 6年

`|:
月

月

日

日年

11 理す・匠∃
タカハシ アイイチロウ

高橋 愛一郎

令和 5年 4月  1日

3月  31日令和 6年

年

年

月

月

曰

日

事 業 報 告 用

|

|

|~

|

16
睡憂]・

監事

8



書式第 18号 (法第 28条関係)

事 業 報 告 用

12 理事・匿∃
チハラ ヨウ

 
年

　

年

月
¨
　

　

口月

11

千原 曜

|

1

令和 5年 4月  1日 |

令和 6年  3月 31日
|



設立・事業報告用

社 員 名 簿 (社員のうち 10人以上の者の名簿)

特定非営利活動法人  ADRA Japan

氏    名

1 石川 雄二

2 浦島 靖成

3 柴田 俊生

4 瀬戸 典子

5 千原 曜
 

6 新田 聡

7 長井 喬充

8 町田 秀二郎

9 安河内 アキラ

10 山地 正

書式第 4号 (法第 10条・第 28条関係 )

|

|

|




